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埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
三
号





























告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
ン
バ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

芹
沢 

悦
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
西
一
丁
目
十
八
番
二
十
一
ー
四
〇
三
号
コ
ー
ポ
西
川
口 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
日
本
を
含
む
地
球
に
住
む
子
ど
も
・
青
年
・
大
人
の
自
立
支
援
や
交
流
活
動

を
通
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
個
々
人
が
自
分
ら
し
い
人
生
を
送
り
社
会
に
還
元
す
る

こ
と
で
、
広
く
公
益
の
増
進
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゴ
ー
ル
ド
ル
ー
ツ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

金
井 

豊 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
五
明
七
百
二
十
七
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
幼
児
か
ら
中
高
齢
者
の
全
て
の
人
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
る
活

動
を
通
し
て
行
え
る
福
祉
活
動
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
並
び
に
普
及
・
育
成
、
競
技
力
・
指
導

力
の
向
上
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
事
を

目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
五
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

加
須
駅
店
舗
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
中
央
一
丁
目
二
百
七
十
二
―
二
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

① 

消
費
者
対
応
及
び
周
辺
地
域
か
ら
の
要
望
等
に
つ
い
て 

 
 

 
   

営
業
形
態
変
更
に
伴
う
問
題
等
が
生
じ
た
と
き
、
ま
た
は
、
周
辺
在
住
の
市
民
か
ら
要   

       

望
や
苦
情
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、専
門
の
窓
口
に
お
い
て
誠
意
を
も
っ
て
速
や
か
な
対
応  

       

を
お
願
い
し
た
い
。 

 
  

② 

生
活
環
境
保
持
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

駐
車
場
を
整
備
す
る
場
合
は
、看
板
を
設
置
し
て
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
を
周
知
徹 

       

底
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

 

③ 

交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

駐
輪
場
の
標
示
に
つ
い
て
、
看
板
、
路
面
標
示
等
に
よ
り
分
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

店
舗
前
に
、
駐
輪
場
の
場
所
が
分
か
る
よ
う
に
、
案
内
標
示
を
す
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
六
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
一
一
八
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
〇
五
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
新
宿
三
七
〇
三
番
八 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
渋
谷
区
広
尾
二
│
八
│
一
│
一
〇
四 

 
 

長
島 

幸
一 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
一
一
九
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
〇
五
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
新
宿
三
七
〇
三
番
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
三
│
四
〇
│
一
│
四
一
四 

 
 

栗
原 

秀
喜 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
〇
〇
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
〇
五
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
越
畑
字
大
木
五
〇
九
番
一
、
五
一
〇
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
越
畑
六
三
七
番
地
一 

 
 

藤
井 

知
宏 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
四
十
三
号 

 
 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
石
井
け
ん
す
け
と
飯
能
を
創
る
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成

二
十
三
年
七
月
二
十
五
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十

一
月
十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

  
 

 

ペ
ー
ジ 

 
 

 
 

段 
 

 

行 

 
 

 

百
九
十
四 

 
 

 

右 
 

 

二
十 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
二 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 

百
九
十
五 

 
 

 

左 
 

 

一
行
目
の
後
に
次
の
一
行
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 

誤 

 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
行
目
の
後
に
次
の
三
行
を
加
え
る
。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

（
１

）
収

入
総

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3
,
0
0
0
,
0
0
0
円

 

（
１

）
収

入
総

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3
,
2
0
0
,
0
0
0
円

 

 
 

イ
 

本
年

収
入

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3
,
0
0
0
,
0
0
0
円

 

 
 

イ
 

本
年

収
入

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3
,
2
0
0
,
0
0
0
円

 

 
 

 
ｂ

 
政

治
団

体
か

ら
の

寄
附

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
2
0
0
,
0
0
0
円

 

合
 

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
3
,
0
0
0
,
0
0
0
円

 

合
 

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
3
,
2
0
0
,
0
0
0
円

 

イ
 

政
治

団
体

か
ら

の
寄

附
 

 
 

 
（

寄
附

者
の

名
称

）
 

 
 

 
 

 
 

（
金

 
額

）
 

 
（

事
務

所
の

所
在

地
）
 

 
 

民
主

党
埼

玉
県

総
支

部
連

合
会

 
 

 
 

 
2
0
0
,
0
0
0
円

 
 

さ
い

た
ま

市
 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
四
十
四
号 

  

昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
十
二
号
（
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
置
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

  

表
の
う
ち
、
川
口
市
の
部
第
一
開
票
区
の
項
中
「
榛
松
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
」
の
下
に
「
、

坂
下
町
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
桜
町
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
大
字
里
、
大
字
辻
、
鳩
ヶ

谷
本
町
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
大
字
前
田
、
大
字
三
ツ
和
、
鳩
ヶ
谷
緑
町
一
丁
目
及
び
二
丁

目
、
南
鳩
ヶ
谷
一
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で
、
八
幡
木
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
三
ツ
和
一
丁
目

か
ら
三
丁
目
ま
で
」
を
加
え
る
。 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
四
十
五
号 

 
 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
泰
進
会
の
平
成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
三
年
八
月
十
七
日
同
団

体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告

示
第
百
四
十
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

  
 

 

ペ
ー
ジ 

 
 

 
 

段 
 

 

行 

 
 

 

五
百
十
六 

 
 

 

上 
 

 

三
行
目
の
後
に
次
の
一
行
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 

 

 
（

イ
）

選
 

挙
 

関
 

係
 

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
5
0
0
,
0
0
0
円

 

 
（

イ
）

機
関

紙
誌

の
発

行
そ

の
他

の
事

業
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
1
2
,
3
7
5
,
7
3
4
円

 

 
（

ウ
）

機
関

紙
誌

の
発

行
そ

の
他

の
事

業
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
1
2
,
3
7
5
,
7
3
4
円

 

 
（

ウ
）

調
 

査
 

研
 

究
 

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
8
0
6
,
8
8
0
円

 

 
（

エ
）

調
 

査
 

研
 

究
 

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
8
0
6
,
8
8
0
円

 

 
（

エ
）

寄
附

・
交

付
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
,
2
2
5
,
0
0
0
円

 

 
（

オ
）

寄
附

・
交

付
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
,
7
2
5
,
0
0
0
円

 


